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１．経営戦略改定の背景と目的 

鹿沼市（以下、「本市」という）の下水道事業は、昭和47年4月に整備に着手し、昭和51年6

月より供用を開始しました。その後、人口増加や生活水準の向上に伴い、市民の衛生的な暮ら

しを支えるため整備を進めてきたところです。 

しかし、人口減少や少子高齢化、頻発する自然災害への備えなど、下水道事業を取り巻く環

境は大きく変化し転換期を迎えています。 

このような社会情勢の変化に対応し、市民生活に不可欠な下水道事業を将来にわたって安

定的に継続していくため、令和２年４月より地方公営企業法を適用し、経営状況の透明性の向

上を図るとともに、令和４年３月には、安全・安心な下水道事業を継続していくための中長期的

な経営の基本計画である「鹿沼市下水道事業経営戦略（以下「本経営戦略」という。）を策定し、

事業を推進してきました。 

現在、策定から４年が経過し、新型コロナウイルス感染症の影響や、社会情勢の変化に伴う

物価高騰などの新たな要因に加え、他自治体で発生した下水道管の老朽化に起因する大規模

な事故により、下水道インフラに対する重要性も高まっています。 

また、今後、本市においても、老朽管の増加や処理施設の更新に多額の費用が見込まれるこ

とから、改めて投資と財源のバランスを分析し、将来にわたり安定的かつ持続可能な下水道サ

ービスを提供するため、今般、「鹿沼市下水道事業経営戦略（令和８年度改定版）」として改定

を行うこととしました。  

 

 

２．計画期間について 

中長期的な視点から経営基盤の強化等に取り組むことができるよう、本経営戦略の計画期

間は、新たに令和８年度から令和１７年度までの１０年間とします。 

計画期間中は、事業の進捗状況の点検・評価を毎年度行い、策定から５年後を目途に見直

しを行います。 

図１ 経営戦略計画期間 

第１章 はじめに
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３．本経営戦略の位置付け 

本市下水道事業の主な施策は、最上位計画である「第９次鹿沼市総合計画」に基づいてお

り、本経営戦略は、総合計画に掲げる本市の将来都市像を実現するための経営計画として位

置付けています。 

なお、本経営戦略においても、他の最新の施策・計画等との整合を図ります。 

 

図２ 本経営戦略の位置づけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ストックマネジメント計画… 長期的な視点で下水道施設全体の老朽化状況を把握し、優先度を考慮しながら施

設の点検・調査や修繕・改築を実施することで、施設管理を計画的・効率的に行うた

めの計画です。 
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4．経営戦略の要旨 

 本経営戦略では、下水道資産の現状分析を基にした長期的な需要の見通しや更新等の投

資計画を踏まえ、これらの中で経営の悪化が想定される場合には、使用料改定時期の検討を

含み、中長期的な経営方針を定め、新たな「投資・財政計画」を策定します。 

「投資・財政計画」の策定に当たっては、「投資試算」及び「財源試算」による将来予測を行い、

現時点で反映可能な経営健全化や財源確保に係る取組を踏まえて試算を行います。その上で、

将来の使用料収入の減少・更新需要の増大を見据えた使用料水準の適正化、投資のあり方

の見直し等を複合的に検討し、具体的なシミュレーションを作成します。 

 

図３ 「投資・財政計画」の策定までの流れ 

総務省「経営戦略策定・改定マニュアル」より 
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１．事業の歩み 

（１）下水道事業の変遷 

本市の下水道事業におけるこれまでの変遷は以下のとおりです。 

 

■公共下水道事業 

公共下水道事業（単独）は、黒川処理区と粟野処理区の２処理区があります。 

黒川処理区は、旧鹿沼市の黒川右岸市街地を事業計画に位置付けており、昭和５１年６月に供

用を開始し、事業進捗に合わせて事業計画区域の拡大を進め、現在、整備はほぼ完了しています。 

粟野処理区は、旧粟野町の中心部を事業計画に位置付けており、平成１０年３月に供用を開始

し、現在、整備を完了しています。 

 

■特定環境保全公共下水道事業

特定環境保全公共下水道事業は、主に市街化区域外の水質汚濁を防ぐ目的で整備される小

規模な公共下水道で、本市では古峰原処理区と西沢処理区の２処理区があります。 

古峰原処理区は、本市西北端に位置する古峰原地区において、古峯神社及び周辺集落の環境

改善と、一級河川大芦川への汚濁負荷の低減を目的として、平成１７年度に供用を開始しました。 

西沢処理区については、上流の南摩ダム建設計画に伴い水源地域の水質保全を図ることを目

的に、平成２０年度に供用を開始し、現在、どちらも整備を完了しています。 

 

■農業集落排水事業 

農業集落排水事業は、下南摩、酒野谷、菊沢西および北半田の４処理区があります。 

これらは、農業振興地域内における農業用排水の汚濁防止及び生活環境の改善を図るとともに、

公共用水域の水質保全に寄与するため、平成６年度から平成２０年度に各処理区の供用を開始し、

いずれも整備は完了しています。 

 

■雨水整備事業 

公共下水道事業のうち雨水整備事業は、市街地において集中豪雨や台風による家屋の浸水、

道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として整備を進めています。 

全体計画区域１，６１４ｈａ（２４排水区）のうち、市街地中心部や低地部等で浸水被害が発生して

いる地区を優先的に整備するものとして、１，１２６．８ｈａ（１６排水区）を事業計画に位置付け、逐次

整備を進めています。 

第２章 ⿅沼市下⽔道事業の現状 
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（２）事業の現況（事業概要） 

それぞれの事業概要および処理区域は以下のとおりです。 

■事業概要 

公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業

整備開始 昭和４７年４月１日 平成１６年１月２１日

供用開始 昭和５１年６月１日 平成１７年３月３１日 

法適・非適用区分

法適用（全部適用） 法適用（全部適用）

※令和２年４月１日から一部適用

※令和４年度から全部適用へ移行 

※令和２年４月１日から一部適用

※令和４年度から全部適用へ移行 

処理区域内人口密度 ３７．２９人／ｈａ ２４．８９人／ｈａ 

処理場数／処理区数 ２箇所／２区 ２箇所／２区 

農業集落排水事業

整備開始 平成２年８月９日

供用開始 平成６年９月１日 

法適・非適用区分

法適用（全部適用）

※令和２年４月１日から一部適用

※令和４年度から全部適用へ移行 

処理区域内人口密度 １５．６０人／ｈａ 

処理場数／処理区数 ４箇所／４区 

※処理区内人口密度は令和６年度地方公営企業決算状況調査に基づく算出となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法適用… 地方公営企業法を事業に適用し、公営企業会計となっていることを示します。全部適用は適用範囲が組織

や身分に及ぶため、事業の独立性が高まり、機動的な運営が可能となります。一部適用は組織体制を維持

したまま、財務・会計規定のみを適用することです。 
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■下水道事業 処理区域図 

（公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事業） 
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２．使用料体系・組織・施設の状況  

（１）使用料体系の状況 

本市の公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業における使用料は、基本使用料と

使用水量に応じた超過（従量）使用料からなる「２部使用料制」を採用しており、令和8年1月に改

定をしています。 

農業集落排水事業は、基本使用料と世帯員数に基づいて使用料が算定される「人数割」を採用

しています。 

 

■使用料体系（公共下水道・特定環境保全公共下水道） ※R８．１月改定      （）内は税抜表記 

用途 
基本使用料（１月につき） 超過使用料（１立方メートルにつき） 

汚水量 金額 汚水量 金額 

一般用 ５立方メートルまで
671 円

（６１０円）

５立方メートルを超え

１０立方メートルまでの分 

134.2 円

（１２２円）

１０立方メートルを超え

２０立方メートルまでの分 

158.4 円

（１４４円）

２０立方メートルを超え

３０立方メートルまでの分 

１８２．６円

（１６６円）

３０立方メートルを超え

５０立方メートルまでの分 

２０６．８円

（１８８円）

５０立方メートルを超え

１００立方メートルまでの分 

２３１円

（２１０円）

１００立方メートルを超える分
２５６．３円

（２３３円）

公衆浴場用 ２００立方メートルまで
5,500 円

（５，０００円）
２００立方メートルを超える分

３３円

（３０円）

 

■使用料体系（農業集落排水）             （）内は税抜表記 

基本使用料（１月につき） 人数割（１月につき） 

１戸当たり 
2,420 円

（２，２００円）
１人当たり 

550 円

（５００円）
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■過去３か年における条例上の使用料推移 （税抜） 

使用料の推移 公共下水道事業 
特定環境保全 

公共下水道事業 
農業集落排水事業 

令和４年度 ２，4００円 ２，4００円 ３，７００円

令和５年度 ２，4００円 ２，4００円 ３，７００円

令和６年度 ２，4００円 ２，4００円 ３，７００円

※条例上の使用料：条例に定められた単価で算出した一般家庭における２０㎥当たりの使用料 

令和８年１月の使用料改定により、現在は 2,660 円(税抜)になります。 

※農業集落排水事業は（２０㎥＝１世帯３名基準）として算出 

 

■過去３か年の実質的な使用料推移 （税抜） 

使用料の推移 公共下水道事業 
特定環境保全 

公共下水道事業 
農業集落排水事業 

令和４年度 ２，８６０円 ２，８４８円 ２，８６４円

令和５年度 ２，８５８円 ２，８２５円 ３，１４２円

令和６年度 ２，８６２円 ２，８２５円 ３，１６６円

※実質的な使用料：使用料単価（使用料収入の合計を有収水量の合計で除した値）に２０㎥を乗じたもの 
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（２）組織の状況 

本市の下水道事業については、上下水道部の企業経営課および下水道課が所管しています。 

組織体制は令和７年３月３１日時点で以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務職 技術職 技能労務職 会計年度任用職員 合計 

８ １０ ３ ４ ２５
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（３）施設の状況 

本市の下水道区域内の整備状況は以下の通りとなっており、整備率は３事業合算で約９６％と

なっています。 

なお、各施設における現在までの整備延長と老朽化率の推移は以下の通りです。

■管渠の推移 

 

 

 

 

 

 

 

公共下水道事業においては、令和４年度以降、老朽化率が２％台で推移しています。今後、耐

用年数を超える管渠が増加することから、計画的な調査・診断や老朽化対策が必要です。 

■処理場の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1日あたりの処理能力に対し、1日の平均処理水量の割合を示す施設利用率は年々減少してい

ます。今後も、人口減少等により施設利用率は低くなっていくことが予想されるため、施設規模の

適正化について検討する必要があります。 
また、1日あたりの処理能力に対し、1日の最大処理水量の割合を示す最大稼働率は、施設利用

率と大きな差があります。季節的な一時利用によるほか、不明水による影響が考えられるため、対

策が必要です。 
 

※施設利用率… 整備された下水道処理施設の能力に対して、実際に処理に使用されている能力の割合を示す指標で

す。数値が高いほど、施設が効率的に活用されていることを意味します。施設の過剰整備や未接続区

域の多さを把握する際に用いられます。 
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３．これまでの経営健全化の取り組み  

（１）経営体制の効率化 

公営企業会計適用後の令和3年度より、水道事業と下水道事業の組織を統合したことで、職

員数の削減、市民サービスの向上や業務の効率化を図りました。 

 

（２）収益の確保 

これまで焼却処分をしていた黒川終末処理場の汚泥から発生する消化ガスを利用した発電

事業を民設民営で実施しています。 

民間事業者へ消化ガスを提供し、民間事業者は消化ガスを利用して発電し売電収入を得てお

り、市はその一部を収入として得ています。 

 

（３）経費の削減 

・企業債について 

新規の借入額を同年度の元金償還額以下に抑えることで、未償還残高や支払利息を減少さ

せています。 

・汚泥処分費について 

処分費のかかる下水道汚泥を脱水乾燥させることで、処分量を4分の１に減容させ、さらに、

汚泥を肥料化することで処分費の削減を行っています。 

・道路復旧費等工事関連費について 

老朽化した既設コンクリート管渠内に新たに管を構築する「管更生工法」を実施することで、

道路を掘削することなく改築更新を行い、工期の短縮や道路復旧費等の削減を図っています。 

・動力費および光熱水費等について 

施設の照明器具等のＬＥＤ化や、電力自由化に伴う安価な電力を導入し、電気料金の削減に

努めています。 

・維持管理費全般について 

計画的な改築更新や効率的な施設運営、維持管理費の削減等の視点から、ウォーターPPP

の導入に向け、調査を進めています。 

 

 

※消化ガス… 下水処理場などで汚泥（おでい）を微生物が分解する「嫌気性発酵」の過程で発生する、メタンを主成分

とする可燃性ガス（バイオガスの一種）です。 

※管更生… 老朽化した下水道管などの地中管路を、道路を掘ることなく（非開削）、内側から新しい管を形成・補強し

て機能や強度を回復させる技術です。 

※ウォーターPPP… 民間のノウハウ・創意工夫を活用した施設の維持管理・更新等を行う官民連携手法です。コスト削

減や効率化、人材・技術不足の解消等が期待できます。 
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４．経営状況分析 

（１）財務分析（収支等の経年分析） 

令和２年度から令和６年度までの、過去５年の実績における経常的な活動の収支を示す収益的

収支、投資や企業債の借入及び償還を示す資本的収支の他、企業債残高の推移及び収益の基礎

となる水洗化人口の推移を分析しました。 

■決算推移（３事業合算）
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■決算推移（公共下水道）  
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■決算推移（特定環境保全公共下水道） 

  



 

 15 

■決算推移（農業集落排水） 

 

 

 

 

各事業における分析結果は、以下のとおりです。 

【営業収益のうち使用料収入】  

３事業合算で水洗化人口は、令和４年度から令和６年度にかけて増加しているものの、１人当たり

の排水量が減少していることから、有収水量全体が減少し、それに伴って使用料収入も減少してい

ます。 

そのため、令和８年１月に使用料の改定を行ったことにより、令和８年度以降は使用料収入が増加

する見込みですが、下水道の整備はほぼ完了しており、水洗化人口は増える見込みがないため、令

和８年度をピークに使用料収入は年々減少していく見込みです。 
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【営業費用】 

営業費用の主なものは、動力費、修繕費、薬品費、委託料及び減価償却費です。個別分析は

以下のとおりです。 

動力費…令和４年度は、燃料価格の高騰に伴い増加しました。令和５年度は、燃料油価格激変緩

和における国の補助金により減少しましたが、令和６年度も高止まりの傾向が続いて

います。 

修繕費…修繕箇所や内容の精査を行っているものの、緊急的な修繕の有無等により、年度によ

って変動があります。 

薬品費…物価上昇の影響により薬品単価は上昇しており、年々増加しています。 

委託料…委託内容の精査を行っているものの、物価上昇や人件費の高騰等の影響により年々

増加傾向です。 

減価償却費…施設整備がほぼ完了していることから、減少傾向を示しています。 

 

【資本的収入及び支出】 

資本的支出の主なものは建設改良費であり、管渠や施設整備に係る費用です。 

施設整備がほぼ完了していることから、新増設に関しては、今後、ほとんど費用は発生しない見

込みです。 

改良に関する費用は、老朽化した管渠や施設の改築更新に伴い増加する見込です。なお、財源

については、国庫補助金と企業債でほとんどを賄っています。 

 

＜建設改良費の内訳＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【企業債残高】 

企業債については、毎年、１０億円程度の償還を行っており、償還額以上の企業債の新規借入を

行わないことで、企業債残高は順調に減少しています。 

  

建設改良の内訳

（単位：千円）
令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

公共下水道事業

新増設に関するもの 508,425 483,375 472,029 367,824 239,669

　管渠 508,425 483,375 428,416 358,749 191,442

　ポンプ場 0 0 33,913 0 32,380

　処理場 0 0 0 0 2,970

　その他 0 0 9,700 9,075 12,877

改良に関するもの 735,140 19,700 81,920 371,100 403,270

　管渠 0 0 0 0 19,800

　ポンプ場 0 0 0 19,000 14,686

　処理場 735,140 19,700 81,920 352,100 367,930

　その他 0 0 0 0 854

計 1,243,565 503,075 553,949 738,924 642,939

特定環境保全公共下水道事業

新増設に関するもの 0 0 0 0 0

改良に関するもの 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0

農業集落排水事業

新増設に関するもの 0 0 0 0 0

改良に関するもの 14,333 0 0 0 0

　処理場 14,333 0 0 0 0

計 14,333 0 0 0 0
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（２）有収水量等の推移 

有収水量とは、処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる水量のことです。 

また、有収率は、処理した汚水のうち使用料徴収の対象となる有収水量の割合を示します。有収

率が高いほど不明水が少なく、効率的であることを意味します。 

 

■有収水量／有収率の推移                                （単位：㎥、％） 

 

  

令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

（農集）総処理水量 399,547 391,350 359,998 347,817 335,274

（特環）総処理水量 181,029 181,025 164,423 163,937 156,949

（公共）総処理水量 10,529,877 11,178,156 10,331,012 10,349,291 9,881,362

（農集）有収水量 280,392 264,516 275,422 272,573 268,275

（特環）有収水量 155,666 149,740 140,794 137,832 135,738

（公共）有収水量 6,200,745 6,195,586 6,088,960 6,021,510 6,004,664

（農集）有収率 70.18% 67.59% 76.51% 78.37% 80.02%

（特環）有収率 85.99% 82.72% 85.63% 84.08% 86.49%

（公共）有収率 58.89% 55.43% 58.94% 58.18% 60.77%

50.00%

55.00%

60.00%

65.00%

70.00%

75.00%

80.00%

85.00%

90.00%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

（㎥）

【有収水量の分析結果】 

有収水量は、人口減少や節水機器の普及に伴い年々減少しており、その傾向は今後も続く見込

みです。 

また、有収率は公共下水道事業で６０％前後、その他２事業が８０％前後で推移しており、総処理

水量の２０％から４０％の不明水の流入が見られます。 

不明水は、管の老朽化やひび割れ、マンホール蓋からの雨水流入などが考えられ、本来は流入し

ない雨水等が汚水管に流入することで、処理水量が増え、処理費用が余分にかかることになります。

そのため、汚水管渠の調査や改修等の不明水対策を進めていく必要があります。 
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（３）経営比較分析表による現状分析～栃木県内各市との比較～ 

経営比較分析表は、総務省が推進する「見える化」の一環として、経営指標の経年比較や他（類似

団体平均）公営企業との比較等を行い、現状や課題等を的確に把握するとともに、経営状況を分かり

やすく説明するため作成しているものです。 

本経営戦略においては、経営比較分析表のうち以下の経営指標について分析します。 

なお、比較にあたっては、令和５年度の栃木県内各市下水道事業及び総務省経営比較分析表にお

ける類似団体平均を対象としています。 

❶経常収支比率 ❷経費回収率 ❸汚水処理原価 ❹水洗化率 ❺企業債残高対事業規模比率  

■令和５年度 栃木県内各市の指標一覧  
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①経常収支比率（％） 

指標内容 
当該年度において、使用料収入や一般会計からの繰入金等の収益で、維持管理

費や支払利息等の費用をどの程度賄えているかを表す指標で、単年度の収支が

黒字であることを示す１００％以上となっていることが必要です。この指標が１００％

以上の場合であっても、更なる費用削減や更新投資等に充てる財源が確保されて

いるか等、今後も健全経営を続けていくための取組みが必要です。 

指標の見方 

高い方が良い 

算式 経常収益÷経常費用×１００ 

 

 

【評価】 

全事業とも１００％を上回っており、類似団体平均より高い比率ですが、一般会計からの繰入金に

依存している状況であり、健全とは言えない状況です。 

 

 

※一般会計繰入金（基準内）・・・ 国が定めた操出基準に基づく一般会計からの繰入金。雨水処理や分流式下水道等

に要する経費など「一般会計が負担すべき費用」に対する繰入金。 

※一般会計繰入金（基準外）・・・ 国が定めた操出基準に基づかない一般会計からの繰入金。政策的経費や使用料で

賄うべき経費に対し、使用料だけでは賄いきれない部分を補てんするための繰入金。 
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②経費回収率（％） 

指標内容 
汚水処理に要した費用を、どの程度使用料収入で賄えているかを表す指標で

す。使用料水準等を評価することが可能で、すべて使用料収入で賄えている場合

は１００％以上となり、適正な使用料が確保されていることになります。１００％を下

回っている場合、汚水処理に係る費用が使用料以外の収入により賄われているこ

とを意味するため、適正な使用料収入の確保及び汚水処理費の削減が必要です。 

指標の見方 

高い方が良い 

算式 下水道使用料÷汚水処理費（公費負担分を除く）×１００ 

  

 

【評価】 

公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業は、１００％を下回っています。これは汚水処

理にかかる費用を使用料収入で賄えていないことを示しており、その不足分については、一般会計か

らの基準外繰入金によって賄われていることから、公共下水道事業および特定環境保全公共下水道

事業の経費回収率を１００％にするため、令和8年１月に使用料を改定しました。 
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③汚水処理原価（円） 

指標内容 

有収水量１㎥あたりの汚水処理に要した費用であり、汚水資本費・汚水維持管

理費の両方を含めた汚水処理に係るコストを表す指標です。当該指標について

は、明確な数値基準はないと考えられますが、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握し、効率的な汚水処理が実施されているか

を分析し、適切な数値となっているかについて対外的に説明できることが求められ

ます。また、必要に応じて、投資の効率化や維持管理費の削減、接続率の向上によ

る有収水量を増加させる取組といった経営改善が必要です。 

指標の見方 

低い方が良い 

算式 汚水処理費（公費負担分を除く）÷年間有収水量×１００ 

 

 

 

【評価】 

  各事業とも県内平均および類似団体平均を下回っており、汚水処理費を抑えられていると言

えます。 
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 【参考】 

汚水処理原価の他に、参考として令和6年度の原価計算表を掲載します。 

原価計算は、汚水処理費に加え、償却対象資産を基準として、資産の更新等に向けた将来の積

み立て分を資産維持費として上乗せさせることにより使用料を決める総括原価主義に基づく方法

です。しかし、本市では、経費回収率が１００％を下回っていることから、原価計算に資産維持費は

加味していません。 

 

■原価計算表 

全事業および各事業の原価計算については、以下のとおりです。 

公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業においては、原価（費用）に対する収益（使用

料）が１００％を下回り、経営の改善を図る必要があったことから、令和8年1月に使用料を改定しま

した。 

 

■原価計算表（令和６年度）※全事業合算 

 

 

 

 

 

 

※総括原価主義… 電気・ガス・水道などの公共サービスにおいて、事業を維持・運営するために必要な全ての費用（総括原

価：人件費、燃料費、設備投資費など）に、適正な利潤（事業報酬）を上乗せして料金を決定する仕組み。  

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

千円 千円 千円

920,842 ー 920,842

0 ー 0

181,947 ー 181,947

1,102,789 0 1,102,789

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

164,339 68,395 95,944

41,226 3,749 37,477

521,864 63,772 458,092

99,141 0 99,141

1,345,255 1,072,386 272,869

2,171,825 1,208,302 963,523

0

963,523

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 95.57

合計(Y)

資産維持費（Z）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

資本費

処理場費

一 般 管 理 費 

ポンプ場費

管渠費

受託工事収益

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

使用料(X)

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額
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■原価計算表（令和６年度）※公共下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■原価計算表（令和６年度）※特定環境保全公共下水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

千円 千円 千円

859,207 ー 859,207

0 ー 0

181,947 ー 181,947

1,041,154 0 1,041,154

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

164,285 68,395 95,890

38,247 3,749 34,498

470,455 60,205 410,250

96,801 0 96,801

1,179,499 916,238 263,261

1,949,287 1,048,587 900,700

0

900,700

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 95.39

ポンプ場費

一 般 管 理 費 

処理場費

資産維持費（Z）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

資本費

合計(Y)

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

管渠費

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額

使用料(X)

受託工事収益

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

千円 千円 千円

19,173 ー 19,173

0 ー 0

0 ー 0

19,173 0 19,173

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

0 0 0

996 0 996

17,517 1,817 15,700

905 0 905

38,061 35,301 2,760

57,479 37,118 20,361

0

20,361

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 94.17

ポンプ場費

一 般 管 理 費 

処理場費

資産維持費（Z）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

資本費

合計(Y)

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

管渠費

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額

使用料(X)

受託工事収益
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■原価計算表（令和６年度）※農業集落排水事業 

 

 

 

 

 

 

 

  

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

千円 千円 千円

42,462 ー 42,462

0 ー 0

0 ー 0

42,462 0 42,462

　最近１箇年 公費負担分 使用料対象収支

54 0 54

1,983 0 1,983

33,892 1,750 32,142

1,435 0 1,435

127,695 120,847 6,848

165,059 122,597 42,462

0

42,462

(X)／(（Y）＋（Z）)＊１００＝ 100.00

ポンプ場費

一 般 管 理 費 

処理場費

資産維持費（Z）

使用料対象経費（Y）＋（Z）

資本費

合計(Y)

その他

合　　　　計

支　　出　　の　　部

項目
金　　　　　　　　額

管渠費

原価計算表

収　入　の　部

項　　　　目
金　　　　　　　　額

使用料(X)

受託工事収益
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④水洗化率（％） 

指標内容 
処理区域内人口のうち、下水道に接続をしている人口の割合を示した指標です。

公共用水域の水質保全や、使用料収入の増加等の観点から、１００％となっている

ことが望ましく、数値が１００％未満である場合には、使用料収入の増加を図るた

め、水洗化率向上の取組が必要です。 

指標の見方 

高い方が良い 

算式 現在水洗便所設置済人口÷現在処理区域内人口×１００ 

 

 

 

【評価】 

令和５年度の類似団体平均と比較して高い割合となっており、全事業合算で９４．７７％となります

が、さらなる水洗化率向上の取組みが必要です。 
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⑤企業債残高対事業規模比率（％） 

指標内容 使用料収入に対する企業債残高の割合であり、企業債残高の規模を表す指標で

す。明確な数値基準はないため、経年比較や類似団体との比較等により自団体の

置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか、対外的に説明でき

ることが求められます。 

指標の見方 

低い方が良い 

算式 （企業債残高−一般会計負担額）÷（営業収益−受託工事収益−雨水処理負担金）×１００ 

 

 

 

【評価】 

新規借り入れの抑制により年々低くなっています。 

ただし、今後、施設整備に多額の費用が見込まれるため、企業債残高と施設整備のバランスを検討

する必要があります。 
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（４）経営状況分析から見える現状と課題 

「４．経営状況分析」における分析結果をまとめると以下のとおりです。 

 

①使用料収入について 

現在、処理区域内人口および水洗化人口は横ばいですが、有収水量は減少し、さらに、一人当

たりの排水量が減少しています。 

今後、整備完了や人口減少に伴い水洗化人口の減少も予測されることから、有収水量が減少し、使

用料収入も加速度的に減少していくと見込まれます。 

そのため、引き続き適正な使用料水準の見直しが必要です。 

 

②経常費用について 

経常費用は令和２年度から増加傾向にあり、物価高の影響が顕在化しつつあります。 

また、動力費の高止まりや委託費の労務費単価が上昇していることもあり、今後も経常費用が

増加していく可能性があります。そのため、不明水対策や業務の効率化により、費用を抑制するこ

とが必要です。 

 

③経費回収率について 

経費回収率は、令和６年度時点で９５．５７％となっており、国の基準である１００％を下回ってい

ます。これは、汚水処理費を使用料収入で賄いきれていない状況であり、不足分については、一般

会計からの基準外繰入金によって賄われていることから、公共下水道および特定環境保全公共下

水道使用料の改定を令和８年１月に行い、経費回収率が１００％となるよう経営改善を図ってきた

ところです。 

今後はこのまま経費回収率１００％を維持していくことが求められます。 

 

この現状と課題を踏まえ、第３章では本市下水道事業における今後の予測を行います。 

 

  



 

 28 

 

 

 

１．有収水量の予測および使用料収入の見通し 

（１）有収水量の予測 

経営戦略の改定に際し、処理区域内人口については「国立社会保障・人口問題研究所（以下、

社人研）」における人口推計の増減率を基に推計しました。 また、過年度の実績から一人当たり

処理水量等を設定し、年間有収水量を推計しました。 

■有収水量の予測のための前提条件 

●処理区域内人口 

人口推計（社人研）に基づき、行政区域人口及び処理区域内人口を推計しました。また、処理区域

内人口は各事業の処理区域ごとに算出しました。 

●水洗化人口 

水洗化人口は、処理区域内人口の推計を基に、令和６年度の水洗化率９４.97％を乗じて算出し

ました。 

●年間有収水量 

年間有収水量（㎥）＝１人当たりの有収水量×水洗化（接続）人口 

直近の有収水量及び水洗化（接続）人口より、１人当たりの有収水量を算定し、推計を５か年平均

に基づき算出しました。 

 

＜参考＞社人研における将来人口予測                      （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 将来の事業環境 
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■行政人口および処理区域内人口、水洗化人口の将来予測           （単位：人） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人口については、社人研の推計に伴って減少傾向であり、処理区域内人口および水洗化人口につ

いても同様に減少する見込みです。特に、使用料収入に関連する水洗化人口について、令和１７年度で

は、令和８年度の人口よりも約６，０００人（１０．１％）減少する見込みです。 

 

■有収水量の将来予測                                 （単位：㎥） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

有収水量についても、人口の減少に伴い減少見込みです。令和１７年度では、令和８年度の水量と比

較し、約７０万㎥（１１．２％）の減少が見込まれます。 
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（２）使用料収入の見通し 

水洗化人口及び有収水量の予測に基づき、現行（令和８年１月改定後）の使用料単価で推移し

た場合の使用料収入について試算を行いました。 

結果は以下のとおりで、人口減少や節水意識の向上・節水機器の普及により、使用料収入は

年々減少する見通しです。計画期間の最終年度である令和１７年度では、令和８年度から約１億３

千万円（１３．８％）減少する見通しとなっています。 

 

■使用料収入の見通し                                        （単位：千円） 
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２．下水道施設の見通し 

本市では令和６年度に「第２期鹿沼市下水道ストックマネジメント計画」を策定し、令和１１年度ま

で同計画に基づき、更新及び耐震化を推進しています。また、令和１２年度以降も「第３期鹿沼市

下水道ストックマネジメント計画」を策定し、これらの計画を含め本経営戦略内に反映し、適正な事

業経営を目指します。 

 

（１）処理場・ポンプ場の見通し 

処理場については、最も年月が経過しているもので、黒川終末処理場が供用開始から５０年を

迎えようとしており、現在、ストックマネジメント計画に基づき、汚泥処理設備について更新を進め

ています。今後、処理場内の設備更新が順次発生することから、同計画に基づき、計画的・効率的

な事業実施と、予防保全による更新時期の平準化を進めるとともに、国の動向を見極めた補助金

の確保等、安定的な財源確保が必要です。 

特定環境保全公共下水道事業および農業集落排水事業は、処理区域内人口が今後も減少傾

向にあることから、処理能力に余剰が出ることが想定されます。このことから、処理能力の効率化に

向けた対策や処理区の統合等を検討していく必要があります。 

各施設における現況は以下の通りです。 

 

■下水道施設の概要（経過年数は令和７年度を基準） 
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（２）管渠の見通し 

管渠については、昭和３６年度から着工し、現在では約５３７，７０８ｍが整備済みとなっています。

コンクリート製の管渠の標準耐用年数は５０年とされており、本計画期間内に耐用年数を迎える管

渠が多くあります。したがって、今後は、管渠の腐食による道路陥没等の事故を未然に防ぐため、

老朽化対策を行うとともに、災害対策（耐震化）を進める必要があります。 

また、気候変動に伴う降雨量の増加や短時間豪雨による浸水被害が頻発していることから、防

災・減災のため、雨水対策を計画的に進める必要があります。 

次回経営戦略の計画期間に更新対象期間に入る昭和６２年以降は、整備が最も進んだ時期で

あり、今回計画期間の約３倍に相当する約２０２kmの更新需要が予想されるため、更新に対する

資金を確保しておく必要があります。 

 

■各年度管渠整備延長                                     （単位：ｍ） 

 

 

３．組織の見通し 

業務の効率化やウォーターPPPの導入を視野に入れ、今後の組織体制を検討し、人員配置の

最適化を図る予定としています。 
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４．将来の見通しから見える課題 

第３章において行ってきた検証に基づき、課題を整理すると以下のとおりです。 

 

（１）収益の確保と費用の抑制 

使用料収入については、人口減少に伴い、今後も減少する見通しです。 

また、費用については、物価上昇が依然として続いている現状を踏まえると、今後も物価上昇に

伴う費用の増加が予想されます。 

そのため、収益の確保と有収率向上等により効率的な事業運営に努め、費用の抑制を図ってい

くことが重要となります。 

 

（２）今後の投資に向けた財源の確保 

施設の現状および将来見通しを踏まえると、保有資産は年数の経過により大幅に老朽化が進行

していきます。特に管渠においては、本計画期間の後年度に老朽化がピークとなり、本計画期間内

に更新対象となる施設の約３倍の老朽管が発生する見込みです。 

また、地震や災害への備えとして耐震化や雨水対策を実施する必要があり、将来発生する事業

費は膨大となることが見込まれます。 

そのため、事業の効率化や平準化、優先順位の明確化を図るとともに、国が進める重点政策に

合わせ事業を進めることで、補助金等を積極的に活用する等、安定的な財源の確保に努める必要

があります。 

 

（３）継続性及び効率性を重視した投資計画の策定と進捗状況の検証 

上記の２点を踏まえ、今後も下水道事業を持続的に運営していくため、継続性および効率性を

重視した計画の策定を行うとともに、その進捗状況については、適宜検証を行い、必要に応じて見

直しや計画の修正を行っていく必要があります。 

 

 

上記の課題を踏まえ、第４章では本市下水道事業の方針と取り組み、それに則った投資・財政

計画を策定します。 
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１．経営の基本方針と目標  

 

【経 営理念 】  

 

【基 本方針 】

 

人口減少や節水機器の普及による下水道使用料収入の減少に加え、施設及び設備の老朽化に

伴う改築及び更新事業への投資の増加など、下水道事業を取り巻く経営環境がますます厳しくな

ることが予想されます。 

このため、第９次鹿沼市総合計画は、「安心して暮らせる生活環境の整備」を行うため、「経営戦

略に基づく持続可能な経営」、「施設の老朽化対策及び耐震化の推進」への取り組みを掲げている

ことから、本経営戦略では、「経営安定化の推進」、「災害に強く、持続可能な下水道事業の推進」

を基本方針としました。 

下水道事業では、管渠や処理施設、各種施設などの資産の健全性を維持することが安定した事

業運営を行う上で重要です。 

しかし、投資事業には多額の資金が必要となるため、「投資試算」（投資事業にかかる費用の見

通し）と「財源試算」（下水道使用料収入など財源の見通し）のバランスを取らなければ、事業の継

続は困難です。  

この投資事業に必要な財源を確保し、「投資試算」と「財源試算」の均衡を図るためには、徹底し

た下水道事業の効率化および健全化に取り組むことが求められます。具体的には、事業運営に伴

う経常費用の抑制や、定期的に適正な使用料の検証を行うことで、経営基盤の強化、並びに施設

や設備等への投資の最適化を図ることが重要です。 

そこで、経営の基本方針を実現するために、次の３つの経営目標と４つの取組を設定しました。  

第４章 経営の基本⽅針と投資・財政計画 
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■３つの経営目標 

経営目標❶経常収支比率100％以上および経費回収率１００％の維持 

本計画期間中は、全事業合算で経常収支比率100％以上および経費回収率１００％を維持しま

す。 

経費回収率は、令和６年度実績で９５．５７％ですが、令和８年1月の使用料改定により、令和8

年度から経費回収率が100％となる見込みのため、今後はこの水準を維持し続けます。 

 

経営目標❷基準外繰入金の削減 

本計画期間中に全事業合算で令和６年度実績の３億９千万円から削減することを目指します。 

 

経営目標❸企業債残高の減少 

今後、投資にかかる費用の増加に伴い企業債の借入が増加する見込であることから、本計画期

間中に、令和６年度末残高の８３億円から減少させることを目指します。 

 

■４つの取組 

取組❶効率的な投資及び投資の平準化 

管渠や施設の耐用年数や緊急度、重要度を考慮しながら効率的に老朽化対策及び耐震化を実

施することで、投資時期の集中による一時的な財政負担を避け、投資の平準化を行います。 

 

取組❷国庫補助金の活用 

 下水道事業の工事は多額の国庫補助金を財源として実施しています。 

国の動向を見極めるとともに、取組❶に掲げた「効率的な投資及び投資の平準化」を行うこと

で、国庫補助金の減額リスクを避け、安定した財源確保に努めます。 

 

取組❸企業債の新規借入の抑制 

今後の投資費用の増加に対応できるよう、新規借入額を同年度の償還額以内に抑えることをル

ール化することで、企業債残高を減少させていくよう努めます。 

 

取組❹適正な下水道使用料の検証 

５年ごとの経営戦略改定にあわせて、経常収支比率や経費回収率を加味した下水道使用料の

検証を行います。今後も継続して下水道使用料の検証を行い、経営への影響を確認します。 
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２．投資・財政計画の計算根拠 

（１）収支計画のうち投資について 

収支計画には、取組❶に基づいた次の支出を計上しています。 

○下水道ストックマネジメント計画等による施設管理・改築 

○老朽化対策および耐震化における更新・更生工事 

〇市街地における雨水対策事業 

 

①投資の見込み（全体） 

下水道事業では、安定的に下水処理を行うために下水道施設や管渠の健全性を維持すること

が極めて重要です。また、人口減少や節水機器の普及等により、有収水量は将来的に減少するこ

とが予測されることから、更新・更生工事の実施に当たっては、老朽化の程度や緊急性を考慮し、

実施する必要があります。なお、計画期間である令和８年度から令和１７年度までの１０年間におけ

る投資総額は約８８億円と想定しています。  

■投資計画                （単位：千円／税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②主な投資事業別の事業費見込み 

主な投資事業別の目的、内容、本経営戦略の計画期間である令和１７年度までの事業の目的及

び事業費の合計は以下のとおりです。 

 

ア）老朽化対策（改築更新） （管渠・処理場・ポンプ場）   事業費見込み：約５２．５億円   

●内容 

既存の下水道施設の老朽化に対応するため、精密な施設調査を基に計画的な改築および更新

を実施し、長期的かつ安全な使用を確保する対策を講じます。緊急度の高い箇所から改築更新や

必要な対策を行います。 

なお、腐食のおそれがある施設や最重要施設については、下水道法に基づき５年ごとに点検お

よび調査を実施し、その健全性を確認するものとします。 
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イ）災害対策（耐震化） （管渠・処理場・ポンプ場）   事業費見込み：約１５．２億円 

●内容 

大規模地震発生時における下水道機能の維持および早期復旧を図るため、下水道施設の耐震

化を計画的に実施します。具体的には、処理場、ポンプ場、管渠などの主要施設について、構造上

の耐震性能の評価を行い、被害リスクの高い箇所を抽出した上で、段階的な耐震補強や耐震構

造への更新を進めることで、災害時にも下水道サービスが維持されるよう、施設の強靱化を図りま

す。 

 

ウ）災害対策（市街地雨水対策）     事業費見込み：約１５.９億円 

●内容 

集中豪雨や台風による家屋の浸水、道路冠水等の被害軽減を図ることを目的として、雨水幹線

の整備を実施します。 

  

 

（２）収支計画のうち財源について 

①投資財源の見込み 

前述の通り、本計画期間における投資見込額は総額約８８億円となることが想定されます。 

投資に対する事業費は、国や県からの補助金等を積極的に活用する他、企業債等で実施します。 

年度別の財源は以下のとおり想定しています。 

■財源計画                  （単位：千円／税込） 

企業債残高について、想定している企業債の活用で推移した場合には、黒川終末処理場の再

構築に伴い、今後一時的に増加します。投資の平準化や企業債借入の抑制により減少させる見込

みですが、改めて国や県の補助金を活用することにより、さらに抑制ができるか検討を進めていき

ます。なお、今後の投資拡大に伴い企業債償還金の増加も予測されるため、企業債償還金の確保

に向けて、収益の一層の確保とともに、投資に係るコストの圧縮に努めます。 

 

 

②投資財源の設定 

【収益的収入】 

●使用料収入 

推計した有収水量を、現行の使用料体系に当てはめて算定した金額を見込んでいます。 
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●補助金（他会計補助金） 

総務省から通知される『地方公営企業繰出金について（通知）』の繰出基準に基づき算定した

一般会計からの繰入金を見込んでいます。主に維持管理費と資本費（企業債の利子償還金や

減価償却費）に対する繰入金です。 

 

【資本的収入】 

●国（県）補助金 

国庫補助対象事業の建設改良費に対して、過去の該当の補助率により金額を見込んでいます。 

処理場・・・事業費の５５％、管渠・・・事業費の５０％ 

※建設改良費対補助割合の過去平均４５．６％にて算定 

●企業債 

建設改良費の財源のうち、国庫補助金以外の部分については、主に企業債の借入を見込んで

います。事業単位での発行となり、取得する資産（施設）の耐用年数に応じた借入期間（～３０

年）を設定しています。なお、新規で企業債を借入れる際、借入額を同年度の償還額以内に抑

えることで企業債未償還残高の増加を抑制していく方針です。 

●他会計出資金 

国（県）補助金や企業債等、投資財源となる収入のほか、過年度に借入れた企業債の元金償還

金に伴う収支不足額に対する一般会計からの繰入金を見込んでいます。 

 

（３）収支計画のうち投資以外の経費について 

【収益的支出】 

●経費 

職員給与費や修繕費、委託料等、各年度の取り組みに必要となる費用について物価上昇を考

慮しながら個別に積み上げて計上しています。物価上昇率は、総務省の明示する「消費者物価

指数」を参考に設定しています。 

●減価償却費（※長期前受金戻入額も同様） 

令和６年度までに取得した資産（施設）分に加え、令和７年度以降に取得予定の資産分を踏ま

えて算出しています。償却率は、施設の耐用年数（１０～５０年）に応じて設定しています。 

●支払利息 

令和６年度までに借入した企業債の利子償還金に加え、令和７年度以降に借入れる分の償還

金を見込んでいます。利率は、日本銀行の明示する「長期・プライムレート」の令和７年度指標

を参考に設定しています。 

 

【資本的支出】 

●企業債償還金 

令和６年度までに借入した企業債の元金償還金に加え、令和７年度以降に借入れる分の償還

金を見込んでいます。 
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３．投資・財政計画（シミュレーション）  

（１）現状予測に基づいた投資財政計画 

①投資・財政計画 

今後の経営を見通すうえで、現状の予測に基づいたシミュレーションを行います。 

投資・財政計画を推計するにあたり、第3章から前ページまでで示した予測に基づいて算出して

います。 

投資・財政計画は、３０年間のシミュレーションを行い、このうち本経営戦略の計画期間である令

和17年度までの10年間分を掲載します。 

収益的収支の表には収益的収支のほか、経営目標（Ｐ35）の進捗が把握しやすいよう、指標と

なる経常収支比率と経費回収率を掲載しています。なお、計算根拠を明確にするため汚水処理費

等もあわせて掲載しています。 

 

投資・財政計画の掲載順は以下のとおりです。 

【収益的収支】 （全事業合算） P4０ 

【資本的収支】 （全事業合算） P4１ 

【収益的収支】 （公共下水道事業） P4２ 

【資本的収支】 （公共下水道事業） P4３ 

【収益的収支】 （特定環境保全公共下水道事業） P4４ 

【資本的収支】 （特定環境保全公共下水道事業） P4５ 

【収益的収支】 （農業集落排水事業） P4６ 

【資本的収支】 （農業集落排水事業） P4７ 
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②シミュレーションの結果 

 現状の予測に基づくシミュレーションの結果、目標値（P35）に対しての所見は以下のとおりです。 

経営目標❶経常収支比率100％以上および経費回収率１００％の維持・・・未達成 

経営目標❷基準外繰入金の削減・・・達成 

経営目標❸企業債残高の減少・・・達成 

効率的な投資や投資の平準化等の取り組みにより、経営目標❷および❸は目標を達成しますが、

経営目標❶のうち経費回収率が令和１３年度以降、１００％未満となる見込みです。汚水処理にか

かる費用を使用料収入で賄えていないことから、使用料の見直しを検討する必要があります。 

 

■経常収支および経常収支比率の将来予測                   （単位：百万円、％） 

 

■使用料収入および汚水処理費、経費回収率の将来予測        （単位：百万円、％） 
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■一般会計繰入金の将来予測（グラフ）             （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一般会計繰入金の将来予測（表）                 （単位：千円） 

 

 

 

 

 

令和17年度の基準外繰入金は732万7千円となり、令和6年度の基準外繰入金3億8,974万

円に対し、3億8,240万円（９８％）削減ができる見込みです。 

 

 

■企業債残高の将来予測                  （単位：百万円） 

令和17年度末残高は56億1千万円となり、令和6年度末残高の83億1千万円に対し、27億円

（約31％）削減ができる見込みです。  
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（２）経営目標達成のための投資・財政計画の検討 

①投資・財政計画（シミュレーション） 

経営目標達成のための検討を行います。 

 

シミュレーションにおける前提条件 

目標：経費回収率１００％を維持 

  公共下水道および特定環境保全公共下水道使用料を、令和１３年度に５％改定（値上げ）するもの

とします。 

   ※現行使用料（２０㎥）２，６６０円 → ２，７９０円（税抜） 

  

なお、使用料収入及び他会計補助金以外は現状予測に基づくシミュレーションと同条件とします。

このため、収益的収支のみの掲載とします。 

また、農業集落排水事業は、現状予測において経費回収率１００％を維持できる見込みであるこ

とから、使用料改定のシミュレーションは行わず、現状の予測に基づいたシミュレーション結果を使

用します。 
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②シミュレーションの結果 

シミュレーションの結果、目標値（P35）に対しての所見は以下のとおりです。 

経営目標❶経常収支比率100％以上および経費回収率１００％の維持・・・達成 

経営目標❷基準外繰入金の削減・・・達成 

経営目標❸企業債残高の減少・・・達成 

 

公共下水道事業および特定環境保全公共下水道事業使用料を令和１３年度に５％改定（値上

げ）することで、令和13年度以降も経費回収率が100％となり、すべての目標を達成する結果とな

りました。 

 

 

■使用料収入および汚水処理費、経費回収率の将来予測            （単位：百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 55 

（３）今後の取組概要 

①本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けた取組 

主に、経営目標達成のために設定した４つの取り組み（P35）を実施します。 

その他、各経費については、物価上昇に伴い圧縮や削減が困難な状況となっているため、引き

続き効率的かつ効果的なコスト管理を意識し、可能な限り費用の抑制に努めます。 

  

特に以下の点に留意して取り組みます。 

○職員給与費 

事業計画やウォーターPPPの導入を踏まえ、業務量に応じた適正な定員管理を行います。 

○動力費  

動力費抑制のため、電力自由化に伴う安価な電力の導入や、機器更新の際には省エネ機器を導

入します。 

○薬品費、修繕費、委託料等 

ウォーターPPP等の包括的な民間委託によりコストの削減に努めます。 

 

令和１３年度に経費回収率が１００％未満となる見込みであることから、引き続き経営健全化の

取組や汚水処理費の抑制を図るとともに、使用料改定の必要性が生じた場合には、市民等の負担

軽減や本事業の持続可能性を前提に、社会情勢および経営環境の変化を考慮しながら、原価計

算等の結果を踏まえて慎重に検討します。 

 

 

②本経営戦略の計画期間における投資及び投資財源に対する取組及び検討 

本経営戦略の計画期間においては、施設の老朽化対策および災害対策（耐震化・雨水対策）を

予定しています。 

また、今後の投資に向けては次の視点を含めて検討します。 

○今後の維持管理費用（ランニングコスト）の抑制 

○広域化・共同化 

○ＰＰＰ／ＰＦＩの民間活力の活用 

○省エネルギー（脱炭素化）を目指した設備等の導入 

○積極的な国庫補助金等の確保 
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③その他本経営戦略の計画期間における取組及び検討事項 

●管渠施設の更新及び維持管理に向けたウォーターＰＰＰの検討 

計画的な管渠・施設の更新や業務の効率化、維持管理費の抑制等の視点を基に、今後も安定

した下水道事業を継続していくため、ウォーターPPP導入に向け、引き続き調査を進めます。 

●下水道事業の理解促進に向けた広報及び啓発活動 

下水道事業の理解を深めるため、下水道の機能と役割、適正利用（油類の流入防止、トイレット

ペーパー以外の物質の排除等）、および経営状況に関する市民等の理解向上を図る施策を展開し

ます。 

具体的には、市ホームページやＳＮＳなどの広報媒体の効果的活用、施設見学会の実施、および

積極的な広報・啓発活動を通じて、情報提供を行います。 

●人材の育成 

本市では、本経営戦略の計画期間中に多くの投資事業が予定されています。同時に、全国的に

自治体の技術職員が不足しているという課題があります。そのため、投資コストの効率化や施設お

よび設備の効率的運用を図るため、技術職員の確保と育成に一層取り組みます。 

 

④本経営戦略の計画期間における目標値達成に向けたロードマップ 

本経営戦略の計画期間における目標達成に向けて、以下に示すロードマップに基づき、収益確

保の取組や経費削減の取組み等を実施します。なお、使用料改定については、上下水道事業経営

委員会において、検討・協議・実施・検証の一連の手順を踏んだ上で、令和８年度以降、５年ごとに

経営状況を考慮しながら検討を行うこととします。 

■目標達成に向けたロードマップ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ロードマップに位置づける目標値 
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⑤その他今後の取組についての検討事項 

●各施設のダウンサイジング 

 各処理区域内人口や水洗化人口は減少が見込まれ、それに伴い処理水量も減少することか

ら、処理能力に余剰が出ることが想定されます。 

他市町村では処理区域の統合などの手法が進められていることを踏まえ、他市の状況を参考に、

経済優位性や持続優位性を含めて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ダウンサイジング…人口減少や水使用量の低下に合わせて、処理施設や管路の規模を縮小・最適化すること。 
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１．ＰＤＣＡサイクルの実行 

経営戦略はＰＤＣＡサイクルにおける計画（Ｐｌａｎ）に位置付けられます。今後は実行（Ｄｏ）、評価

（Ｃｈｅｃｋ）、改善（Ａｃｔｉｏｎ）のＰＤＣＡサイクルを確実に実施することが重要です。 

評価においては、経営比較分析表を毎年度作成し、経営指標を用いた経営分析や類似団体と

の比較分析を行います。また、分析の結果、計画と実績に乖離が見られる場合は、次年度以降の

施策の実施方法について改善を行います。これらのＰＤＣＡサイクルにより経営状況を的確に把握

し、経営の健全化及び効率化に取り組んでいきます。 

なお、本経営戦略における取組は、上下水道部企業経営課を中心として実施します。また、進捗

状況については、計画期間中、随時、情報収集及び取組・効果の検証を行い、関係部局と協議し

ます。 

■ＰＤＣＡサイクルイメージ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．次回以降の見直し  

本経営戦略の次回以降の見直しについては、使用料収入の妥当性の検証及び検討や投資計

画の進捗等、経営の変化にあわせて、５年に一度見直し、改定後は市民等へ公表することとします。 

なお、自然災害等の突発的な事象があれば、適宜見直しを行うこととします。 

 

■経営戦略及び使用料水準の見直し・検討スケジュール 

 

 

 

 

 

  

第５章 経営戦略の遂⾏に向けた取組体制 
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